
広
島
県
告
示
第
七
百
四
十
七
号 

 
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害
対
策
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、

本
川
流
域
水
害
対
策
計
画
を
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
に
定
め
た
。 

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
土
木
建
築
局
道
路
河
川
管
理
課
及
び
河
川
課
並
び
に
広
島
県
西
部
建
設
事
務

所
東
広
島
支
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

令
和
五
年
五
月
八
日 

広
島
県
知
事  
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